
許 可番号  許 1908000421

言午可年月 日 令不日2年 6月 26日

監 理 団 体 許 可 証

法人の名称

住所 丁 番地 4

ビジョ
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事業所の所在地   大阪府大阪狭山市池之原一丁目873番地4

許可の別      (「 三般監
≡≡

業 )  ・   特定監理事業

中小企業団体

ビジョンステージ協同組合

な

る

令和 5年 12月 19日 か ら

令和 10年 12月 18日 まで

取扱職種の範囲等  別紙のとお り

許可の条件     別紙のとお り

実施及び技能実習生の保護に関する法律第23条第 1項の
ことを証明する。

令和 5年 12月 19日
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法 務 大 臣  小 泉
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厚生労働大臣  武 見 敬

法人の種類

事業所の名称

有効期間

事業所枝番号



令和 5年 12月 19日

監 理 団 体 許 可 条 件 通 知 書

ビジョンステージ協同組合 殿

法 務 大 臣  小 泉 龍

厚生労働大臣  武 見 敬

令和 2年 6月 26日 付け許可番号 許 1908000421に よる貴殿に対する許可については、下記の理由により次

の許可条件を付 して行います。

なお、この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知つた日の翌日から起算 して 3か月以内に、法務大

臣及び厚生労働大臣に対 して審査請求をすることができます。

この処分については、審査請求のほか、この処分のあったことを知つた日の翌日から起算 して 6か月以内に、

国を被告として (訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、 処分の取消しの訴えを提起することが

できます。なお、審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを

知った日の翌日から起算 して 6か月以内に提起することができます。

ただし、上記の期間が経過する前に、この処分 (審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)が あ

った日の翌日から起算 して 1年を経過 した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが

できなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分 (審査請求をした場合には、その審

査請求に対する裁決)が あった日の翌日から起算 して 1年を経過 した後であっても審査請求をすることや処分の

取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

(許可条件)

1 実習監理をする団体監理型技能実習の取扱職種は、適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点からの

指導を担当する技能実習計画の作成指導者が在籍する職種の範囲に限る。

2 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 (平成 28年法務省・厚生労働

省令第 3号)第 29条第 2項又は第 52条第 1号若 しくは第 16号の規定に基づき、法務大臣及び厚生労働大臣

が特定の職種及び作業として指定している職種及び作業 (介護職種の介護作業を除く。)を除く。

3 実習監理をする団体監理型技能実習生の国籍は、相談体制が構築された国籍の範囲に限る。

4 -般 監理事業については、介護職種の介護作業を除く。

記

(理由)

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため、実習監理をする団体監理型技能実習の取

扱職種について監理団体が技能実習計画を作成指導することができる範囲に限定するとともに、実習監理をす

る団体監理型技能実習生の国籍について監理団体が相談応需体制を整備 している範囲に限定するため。
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